
 
 

 

          
 

 
 
 
 

 

 

 

 

鳥取県特定最低賃金の改正 

「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械 

器具製造業最低賃金が 12 月 17 日から 34 円引き上げられます」 
 

 

 鳥取労働局長（山本
やまもと

 浩司
こ う じ

）は、鳥取地方最低賃金審議会（会長：佐藤
さ と う

 匡
まさし

 鳥取大

学地域学部 准教授）から「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機

械器具製造業（以下「電子部品等製造業」という。）」の最低賃金引上げについて答申を受

け、答申どおり改正する旨の決定を行うとともに、令和４年 11 月 17 日（木）に官報公

示を行いました。 

  これにより「電子部品等製造業」に係る特定最低賃金は、令和４年 12 月 17 日（土）

から新しい最低賃金額が適用されます。 

鳥取労働局においては、県下の労働基準監督署・公共職業安定所（ハローワーク）とと

もに、関係機関等にもご協力をいただきながら、改正後の最低賃金の周知徹底に努めて

まいります。 

特定最低賃金が適用される業種 
最低賃金額（１時間） 

効力発生日 
現行 改正後 

電子部品・デバイス・電子回路、電気

機械器具、情報通信機械器具製造業 

８２５円 ８５９円 令和４年 12 月 17 日 

なお、令和４年 10 月６日に鳥取県最低賃金が 854 円

に引き上げられ、現行の特定最低賃金 825 円を上回っ

たため、令和４年 10 月６日から同年 12 月 16 日まで

は「鳥取県最低賃金 854 円」が適用されます。 

各種商品小売業 

令和４年 10 月６日から「鳥取県最低賃金 854 円」が

適用されます。（令和４年 11 月現在、改定が行われて

いないため。） 

＊特定最低賃金は、特定の産業の関係労使が労働条件の向上又は事業の公正競争の確保

の観点から、その産業の基幹的労働者について、地域別最低賃金より金額水準の高い最

低賃金を必要と認める場合に、その労使の申出により設定されているもので、鳥取県で

は上記業種の事業場で働く労働者に適用されます。 

 なお、従事される仕事や年齢によって適用が除外される労働者もいます。適用が除外

される労働者には、鳥取県最低賃金「時間給 854 円」が適用されます。 
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鳥取労働局労働基準部賃金室 

   室  長  片山 竜次 

室長補佐  長谷川 徹 

電  話   0857-29-1705 
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１ 鳥取県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低

賃金の改正の推移について 

 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

時 間 額 ７９０円 ８０７円 ８０９円 ８２５円 ８５９円 

引上げ額 １６円 １７円 ２円 １６円 ３４円 

引上げ率 2.07％ 2.15％ 0.25％ 1.98％ 4.12％ 

発 効 日 平成 30 年 12月 28 日 令和元年 12 月 28 日 令和２年 12 月 30 日 令和 3年 12 月 17 日 令和 4年 12 月 17 日 

 

２ 特定（産業別）最低賃金の適用を除外する労働者について 

 次の労働者については、特定（産業別）最低賃金の適用が除外され、鳥取県最低賃金

（時間額 854 円）が適用されます。 

① 18 歳未満又は 65 歳以上の者 

② 雇入れ後６月未満の者であって技能習得中のもの 

③ 清掃又は片付けの業務に主として従事する者 

④ 「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」につ

いては、手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う「組線」、「取付け」、

「包装又は箱詰め」の業務に主として従事する者 

 

３ 今後、鳥取労働局においては、改正後の特定（産業別）最低賃金について、県内の事業

場や労働者に広く周知と履行確保及び中小企業・小規模事業者の賃金引き上げの支援を

行ってまいります。 
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鳥取県の最低賃金 
 

 

「鳥取県最低賃金」は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、鳥取県内

の事業所で働くすべての労働者に適用されます。 
 

なお、下表の産業に該当する事業所で働く労働者には、それぞれの「特定（産業別）最低賃金」

が適用されますが、次に掲げる労働者については、｢鳥取県最低賃金｣が適用されます。 

１ １８歳未満又は６５歳以上の者 

２ 雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 

３ 清掃又は片付けの業務に主として従事する者 

４ 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業については、手

作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う「組線」、「取付け」、「包装又は箱詰

め」の業務に主として従事する者 
 

 

 

最低賃金額の算定には、次の賃金は含まれません。 
① 精皆勤手当、通勤手当、家族手当        ② 臨時に支払われる賃金 

③ １月を超える期間ごとに支払われる賃金  ④ 時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金 

※ 派遣就労中の労働者については、派遣先事業所に適用される最低賃金が適用されます。 

    

 

 

 

 

 

 

  

地域別最低賃金 時 間 額 発 効 年 月 日 

鳥取県最低賃金 ８５４ 円 
令和４年１０月６日 

特定（産業別）最低賃金 時 間 額 発 効 年 月 日 

鳥 取 県 電 子 部 品 ・ デ バ イ ス ・ 

電子回路、電気機械器具、情報 

通 信 機 械 器 具 製 造 業 最 低 賃 金 

  ８５９   円 

 

令和４年１２月１７日 

令和４年１２月１６日までは 

「鳥取県最低賃金８５４円」が適用 

鳥取県各種商品小売業最低賃金 
＊令和４年１０月６日から 

「鳥取県最低賃金８５４円」が適用 

 

    詳細については、鳥取労働局労働基準部賃金室又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。 
鳥取労働局労働基準部賃金室 ℡０８５７－２9－１７０５  鳥取労働基準監督署  ℡０８５７－２４－３２１１  

米子労働基準監督署 ℡０８５９－３４－２２３１  倉吉労働基準監督署 ℡０８５８－２２－６２７４  

鳥取労働局ホームページＵＲＬ  https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/      

●社内の最低賃金の引上げをご検討の事業者の方へ「業務改善助成金」を利用しましょう！ 
   鳥取労働局雇用環境・均等室（企画担当）   ℡  ０８５７―２９―１７０１ 

●経営面・労働面の相談をワンストップで行います。（相談は無料） 

働き方改革サポートオフィス鳥取      ℡ ０８００―２００―３２９５  

スマホ、携帯で 
最低賃金を確認 
しよう！ 

https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku


 

（R４.11.17） 

 

Ｑ１：今の賃金が最低賃金額以上か調べるにはどうするの？ 
 

Ａ１：賃金形態で計算方法が違いますので、次の計算方法で行ってください。 

①支払われる賃金が時間給の場合  時間給≧最低賃金額（時間額） 

②支払われる賃金が日給の場合   日給÷１日の所定労働時間≧最低賃金額（時間額）（事例１参照） 

③支払われる賃金が月給の場合   賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金の時間額と比較

します。（事例２参照） 

 

（事例１）（日によって所定労働時間数が異ならない場合） 

A さんは日給 6,４２０円、1 日の所定労働時間数は 7.5 時間です。 

この場合は、上記②にある式にあてはめると、 

 ６,４２０円÷７．５時間＝８５６円＞８５４円（鳥取県最低賃金） 

となり、最低賃金額を満たしていることが分かります。 

 

（事例２）（月によって所定労働時間数が異なる場合） 

B さんは月給１４２,５００円、年間所定労働日数は２５０日、1日の所定労働時間数は８時間です。 

この場合、次のような計算式を用いて比較します。 

月給額 ÷１か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額（時間額） 

この式にあてはめると、 

１４２,５００円÷〔（２５０日×８時間 ）÷１２か月〕 

                    ＝８５５円≧８５４円（鳥取県最低賃金）  

となり、最低賃金額を満たしていることが分かります。 

 

 

Ｑ２：うちの会社には手当がいくつかあるのですが、最低賃金の計算に入れるものは何？ 
 
Ａ２：最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。具体

的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。  

（事例３参照） 

① 臨時に支払われる賃金（結婚手当など） 

② １か月を超える期間ごとに支払われている賃金（賞与など） 

③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金（時間外割増賃金など） 

④ 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金（休日割増賃金など） 

⑤ 午後10時から午前５時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間

の賃金の計算額を超える部分（深夜割増賃金など） 

⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

（事例３） 

Cさんは、月給で、基本給が1１１,０00円、職務手当が月28,000円、通勤手当が月7,500円

支給されています。また、この他に時間外手当、休日手当などが支給されます。 

ある月のCさんの賃金は、基本給、職務手当、通勤手当のほか、時間外手当が32,500円支給さ

れ、合計が17９,０00円となりました。 

この賃金が最低賃金を上回っているかどうかは、次のように調べます。 

（Cさんの会社は、年間所定労働日数260日、所定労働時間数は1日7.5時間です。） 

① 支給された賃金から、最低賃金の対象とならない賃金を除きます。 

除外される賃金は、通勤手当、時間外手当であり、職務手当は除外されませんから、 

 １７９,０００円 －（７,５００円＋３２,５００円）＝１３９,０００円 

② この金額を、事例2の方法で時間額に換算し、最低賃金額と比較をします。 

 １３９,０００円÷〔（２６０日×７.５時間 ）÷１２か月〕 

              ＝ ８５５円（円未満切捨）≧８５４円（鳥取県最低賃金） 

となりますので、最低賃金額を満たしていることになります。 



※「生産性」とは、企業の決算書類から算出した労働者１人当たりの付加

価値を指します。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性

と、その３年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水

準を超えている場合等に、加算して支給されます。

事業場内最低賃金920円未満の事業場も賃

金引き上げ労働者数10人以上の助成上限

額区分を利用できます。

(a) 特例対象事業者の追加

「原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因に

より利益率※が前年同月に比べ３%ポイント以上低下した事業

者」を特例の対象事業者に追加します。

※売上高総利益率または売上高営業利益率（申請前３か月のうちの任意の1か月の

総利益または営業利益の金額を売上高で除した率）

(b) 売上高等が減少している

事業者の要件緩和

「新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少して

いる事業者」の要件を緩和します。

・売り上げ減少幅 ：「30％」→「15％」

・売上高の比較対象期間：「2年前まで」→「3年前まで」

(c) 助成上限区分の緩和
(a)(b)いずれかの要件を満たす事業者は賃金引き上げ労働者数

10人以上の助成上限額区分を利用できます。

(d) 助成対象経費の要件緩和

特例で助成対象経費となる自動車の要件を緩和します。

「定員11人以上」→「定員7人以上又は車両本体価格200万

円以下」

事業場内最低
賃金

助 成 率
生産性※要件を
満たした事業者

の助成率

9 2 0円以上 3/4 4/5

8 7 0円以上
9 2 0円未満

4/5 9/10

8 7 0円未満 9/10

交付申請書・事業実施計画

などを事業場所在地を管轄

する都道府県労働局に提出

交付決定後、提出

した計画に沿って

事業実施

労働局に事業実施

結果を報告

助成金支給までの流れ

審査・
交付決定

支
給

業務改善助成金（通常コース）のご案内
「原材料高騰により利益が減少した事業者」への特例拡大など制度が充実します

業務改善助成金（通常コース）は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）の引き上げ、設備投

資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。新型コロナウイルス

感染症の影響により売上高が減少している事業者に対しては、助成対象経費が拡大される特例が設けら

れています。

審査

２．最低賃金が低い事業者への助成率が引き上げられます

１．原材料高騰等の要因により利益が減少した事業者に特例が適用されます

新型コロナの影響で売上高等が減少した事業者が特例を受けやすくなります

拡充のポイント

事業内最低賃金

引き上げ

原材料費の高騰などで利益が減少した事業者に、特例を適用するなど、拡充を行いましたので、ぜひご

活用ください。

設備投資等
機械設備、コンサルティング

導入、人材育成・教育訓練

費用の一部

を助成

事業場内最低
賃金

助 成 率
生産性※要件を
満たした事業者

の助成率

９００円以上 3/4 4/5

９００円未満 4/5 9/10



※申請期限：令和５年１月31日

コース区分 引き上げ額 引き上げる労働者数 助成上限額 助成対象事業場

3 0 円コース 30円以上

１人 ３０万円

以下の要件を両方満
たす事業場

• 事業場内最低賃金
と地域別最低賃金
の差額が30円以内

• 事業場規模100人
以下

２～３人 ５０万円

４～６人 ７０万円

７人以上 １００万円

10人以上※ １２０万円

4 5 円コース 45円以上

１人 45万円

２～３人 70万円

４～６人 1 0 0万円

７人以上 1 50万円

10人以上※ 1 80万円

6 0 円コース 60円以上

１人 60万円

２～３人 90万円

４～６人 1 50万円

７人以上 2 3 0万円

10人以上※ 3 0 0万円

9 0 円コース 90円以上

１人 90万円

２～３人 1 50万円

４～６人 2 70万円

７人以上 450万円

10人以上※ 60 0万円

働き方改革推進支援資金

日本政策金融公庫では、事業場内最低賃金の引き上げに取り組む方に、設備資金や

運転資金の融資を行っています。

詳しくは、事業場がある都道府県の日本政策金融公庫の窓口にお問い合わせください。

• 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。

• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

• 事業完了の期限は、令和５（2023）年３月31日です。

日本政策金融公庫
店舗検索ページ

（R4.９.１）

※ 10人以上の上限額区分は、以下の①、②または③のいずれかに該当する事業場が対象となります。

①賃金要件：事業場内最低賃金920円未満の事業場

②生産量要件：売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近３か月間の月平均値が前年、前々年または３年前の同じ月に

比べて、15％以上減少している事業者

③物価高騰等要件：原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前３か月間のうち任意の１月の利

益率

が３％ポイント以上低下している事業者

各コースの概要

注意事項

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

業務改善助成金についてご不明な点は、下記のコールセンターまでお問い合わせください。

業務改善助成金コールセンター

電話番号：0 1 2 0 - 36 6 - 4 4 0（受付時間 平日 8:30～17:15）

その他詳細は厚生労働省ウェブサイトをご覧ください 業務改善助成金 検 索

お問い合わせ



業務改善助成金（特例コース）のご案内
対象期間延長とともに

「原材料高騰により利益が減少した事業者」も助成対象になりました

• 申請日までに賃金の引き上げを完了している必要があります。

• 賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引き上げを行い、その差額が支払われた

場合は30円以上の引き上げがされたものとして取り扱います。

 就業規則等で、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定め、引き上げ後

の賃金額を支払っていること

就業規則等がない場合は､「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。

 生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと
生産性向上に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画に計上された経費（関

連する経費）がある場合は、その費用も支払う必要があります。

以下の要件をいずれも満たす必要があります。

１．申請期限と賃上げ対象期間を延長します

２．対象となる事業者を拡大し、助成率も引き上げます

『業務改善助成金特例コース』は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少し

た中小企業事業者等を支援する助成金です。

対象期間と申請期限を延長し、原材料費の高騰などで利益率が５％ポイント以上低下した事業者を対象

に追加するなどの拡充を行いましたので、ぜひご活用ください。

変 更 前 変 更 後

申請期限 令和４年７月29日まで 令和５年１月31日まで

賃 上 げ

対象期間

令和３年7月16日から

令和３年12月31日まで

令和３年７月16日から

令和４年12月31日まで

支給要件

 以下の①または②のいずれかを満たす事業者であること

① 新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高または生産量等を示す指標が、比較対象期間より30％以上

減少している事業者

・比較する売上高等の生産指標：令和３年４月～令和４年12月の間の連続した任意の3か月間の平均値

・比較対象期間：前年、前々年または３年前の同期

② 原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により令和３年４月から令和４年12月のうち

任意の１月における利益率が５％ポイント以上低下した事業者

 令和３年７月16日から令和４年12月31日までの間に、事業場内最低賃金を30円以上引き上げること

引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業者に限ります。

以下の要件をいずれも満たす必要があります。対象となる事業者（事業場）

助成対象事業者

の追加

「原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により利益率※が前

年同月に比べ５％ポイント以上低下した事業者」を追加します。

※売上高総利益率または売上高営業利益率（令和３年４月から令和４年12月のうち、任意

の１か月の総利益または営業利益の金額を売上高で除した率）

売上高等の

比較対象期間

見直し

売上高等が30%以上減少した事業者の売上高等の比較対象期間を見直します。

見直し前：令和３年４月から［令和３年12月まで］

見直し後：令和３年４月から［令和４年12月まで］
※比較対象期間を２年前まで→３年前までに変更

助成率の

引き上げ
【一律3/4】を､事業場内最低賃金額が920円未満の事業者は【4/5】に
引き上げます。

拡充のポイント



（R4.９.１）

引き上げる
労働者数

上 限 額

1人 3 0万円

2人～3人 5 0万円

4人～6人 7 0万円

7人以上 1 0 0万円

助成金の要綱・要領や、申請書の様式、記載例等はウェブサイトからダウンロードできます。

特例コースの概要

[参考]

日本政策金融公庫では､事業場内最低賃金の引

き上げに取り組む方に対して、設備資金や運転

資金の融資を行っています。

詳しくは、事業場がある都道府県の日本政策金

融公庫の窓口にお問い合わせください。

担当部署：

各都道府県日本政策金融公庫

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

助成額・助成率

助成額 最大100万円 ※ 対象経費の合計額×助成率

助成率

事業場内最低賃金により異なります。

920円未満：４／５

920円以上：３／４

A 生産向上等に資する

設備投資等

機械設備※１、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など

※１：PC、スマホ、タブレットの新規購入、乗車定員７人以上又は車両

本体価格200万円以下の自動車なども対象（自動車は乗車定員

11人以上から拡充）

B 業務改善計画に計上された

関連する経費※２

広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設

など

※２：「関連する経費」への助成は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます

助成対象

助成金支給までの流れ

交付申請書・事業実施計画などを提出する

・提出先：事業場所在地を管轄する都道府県

労働局 雇用環境・均等部(室)

・締め切り：令和５(2023)年１月31日(火)

申請期限を延長する場合は、別途お知らせします。

予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を

終了する場合があります。

交付決定後、提出した計画に沿って取り組み

を実施

交付決定前に行った設備投資等は助成対象外です。

支給

審査

労働局に事業実施結果を報告

交付額確定後、労働局に支払い請求を提出

審査

助成額の上限

業務改善助成金についてご不明な点は、下記のコールセンターまでお問い合わせください。

業務改善助成金コールセンター

電話番号：0120 - 366 - 440（受付時間 平日 8:30～17:15）

その他詳細は厚生労働省ウェブサイトをご覧ください 業務改善助成金 検 索

お問い合わせ


